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第二管区海上保安本部 海の安全推進室

声かけ運動で
漁船の無事故を目指します！！

・組合及び組合員による「安全操業・運航」の声か
け
・操業、運航中の見張りの徹底
・発航前点検の徹底
・気象、海象情報の把握
・ライフジャケットの着用など自己救命策の確保

ラリー中
運動内容



巻揚げ機

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

５隻 ５隻 ６隻 １隻 ４隻 ３隻

H30 東北地方 漁船事故発生状況（９月末現在）

死者数： １人

H30 東北地方 漁船事故発生状況（９月末現在）

事故事例事故事例

巻揚げ機に巻き込まれ負傷

女川湾

平成３０年９月、宮城県女川湾海上において、漁業者は

台風が接近することから、養殖ほやを別の筏に移動させる

作業をするにあたり、ほや付きの垂下綱を両手に持ち船尾

側へ移動させようと巻揚げ機をかわそうとしました。

その際に、巻揚げ機の操縦レバーに体の一部が誤って接

触し、巻上げ機が作動したため、垂下綱ごと左手から肩に

かけて巻き込まれ、さらに巻き込まれた勢いで顔面をロー

ラに殴打しました。

事故発生場所

～ 海のもしもは 番 ～
海の事件・事故は、海上保安庁緊急通報番号118番へ通報ください

慣れた作業に危険が潜んでいます！
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